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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育支援センター（適応指導教室）整備指針（国）
東浦町適応指導教室設置要綱
東浦町次世代育成支援行動計画

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 1 担当課

総括評価
今後の課題

　今後も支援を必要とする児童生徒に対して、引き続き適応指導教室の設置を続けていきます。
　今後も個々の実情に合わせた支援を行う必要があります。

1 事業名 ふれあい教室運営事業

学校教育課

3 事業の背景

　学校に登校することができない、教室に入ることができないなど、何らかの理由で不登校に
なっている児童生徒の増加により、学校とは別にふれあい教室（適応指導教室）を設け、指導員
等を配置し、児童生徒の学習の援助や色々な相談を受けることで、学校へ復帰させるための対応
が必要となっています。また、学校へ通うことができない不登校児童生徒のための居場所と、学
校の先生とは別の第三者的な指導員等が必要となっています。

4 事業の目的

　不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等
のための相談・適応指導（学習指導を含む。）を行うことにより、学校復帰を支援し、不登校児
童生徒の社会的自立に資することを目的としています。

9 特記事項

＜不登校児童生徒数＞
　平成28年度　85人　平成29年度　59人　平成30年度　91人

6 関連事業

子どもと親の相談事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜ふれあい教室在籍人数＞
　平成28年度 　6.8人　平成29年度  ３.5人　平成30年度   5.3人（月平均）
＜体験入級人数＞
　平成28年度　2.2人　 平成29年度　4.3人　平成30年度　5.7人（月平均）
＜学校復帰人数＞
　平成28年度  　 0人　 平成29年度　  １人　平成30年度　0人

7
具体的な
実施内容

　不登校対策として、ふれあい教室（適応指導教室）を設置するとともに、指導員等を４名配置
し、不登校児童生徒に関する相談、指導などを行いながら学校復帰の支援をしています。

＜指導員等の配置人数＞
　指導員３名
　補助員１名　（両職種とも教員免許保有者）
＜実施場所＞
　東浦町体育館（はなのき会館）
＜内容＞
　学年に応じた、学習支援、学期毎の保護者との面接又は家庭訪問の実施、週１回体育館にて体
育の実施、月１回はなのき会館にて調理実習の実施、ふれあい教室のみの校外学習、体験学習の
実施

　ふれあい教室への入級は、不登校になりがちな子について、学校や不登校児童生徒の保護者か
らの相談により行います。
　個別に学習支援を行うことで、スムーズな学校復帰を目指します。
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受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

5

低い

1,405 116.9%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　学校へ行けない不登校児童生徒の居場所がなくなり、不登校児童生徒の長期化及び増加と
なります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

指導員により家庭訪問を毎月行い生活面からの改善を行っています。

　不登校児童生徒の早期発見や早期対応をはじめ、対象児童生徒により一層きめ細かな支援
を行うことができます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

校外活動等、それぞれの学年にあった勉強及び集団活動を行っています。

負担金

合 計

46

80
事
業
費

1,101

需用費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
10,693

1,232

国の施策に従い、義務教育である以上、一定の学習を行うことは必要です。

相談、指導などを行いながら、基礎学力の補充や基本的生活習慣の改善ができています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

93.3%

92.6%

5

52

73

1,019

1,149

100.0%

113.0%

91.3%

役務費

10,581 10,679対前年比(％) 対前年比(％)

48

82

100.0%5

1,067

1,202

92.3%

112.3%

104.7%

104.6%

100.0%

11,708

5

対前年比(％)

108.3%

118.3%

117.2%

52

1,251

97
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

東浦町次世代育成支援行動計画
東浦町こどもと親の相談員設置要綱

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 2 担当課

総括評価
今後の課題

　国の示している不登校への対応策である心の教育、教育相談体制等充実として、平日午前9時
から午後5時まで相談を受け付けており、平成28年度に行った相談受付時間の１時間延長や毎
年度行っているチラシ配布などのPRの結果、相談件数は増加しています。
　今後もさらに相談件数が増えるようであれば、人員増等を検討する必要があります。

1 事業名 こどもと親の相談事業

学校教育課

3 事業の背景

　学校に登校することができない、教室に入ることができないなど、何らかの理由で不登校に
なっている児童生徒が増加している中、早期に発見し早期対策を図る必要があります。第三者的
な立場の指導員による、窓口やホットライン電話により、いじめ、不登校についての相談をはじ
め学校生活や家庭生活に関する様々な相談を受けるとともに、助言をしていく必要があります。

4 事業の目的

　いじめ、不登校など児童、生徒、保護者又は教職員の相談を受ける窓口及び電話回線を設け、
早期に家庭環境等を把握し、助言等を行うことで深刻な諸問題の解決を図ることを目的としま
す。

9 特記事項 －

6 関連事業 －

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜相談件数＞
　平成28年度   87件　平成29年度   117件　平成30年度   161件
＜訪問件数＞
　平成28年度   26件　平成29年度     11件　平成30年度     14件

7
具体的な
実施内容

　いじめの防止や不登校児童・生徒の早期発見、早期対策を図るため、相談員を２名配置し、窓
口やホットライン電話により、いじめ、不登校についての相談をはじめ学校生活や家庭生活に関
する様々な相談を受けるとともに、助言をしていきます。また、小中学校、ふれあい教室、児童
課、児童相談所等との連携や、家庭訪問活動を行うことでいじめや不登校、虐待などの問題の早
期発見、問題解決に取り組みます。
＜指導員等の配置人数＞
　指導員２名
＜実施場所＞
　東浦町役場　学校教育課
＜相談日時及び時間＞
　月曜日から金曜日　　午前９時から午後5時まで
　（祝日等役場閉庁日を除く）
　　※訪問については、随時連絡をとって行います。
　『こどもと親のほっとライン』
　電話番号　0120-783-430（ナヤミヨサレ）
＜主な業務＞
（１）教育上の諸問題について、児童、生徒、保護者又は教職員の相談に応じての
         指導及び助言
（２）児童又は生徒のいじめ、不登校の等の問題行動の相談
（３）社会教育、家庭教育等に関する学習相談・生活相談
（４）児童虐待について、児童課と連携した家庭訪問・相談
（５）関係機関との連絡調整
（６）その他、学校の教育相談活動の支援など
　
　・市町村教育委員会相談担当者等情報交換会への出席
　・月１回東浦町要保護児童対策地域協議会実務者会議への出席
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受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

32

低い

820 94.6%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　身近に相談できる所がなくなり、悩みをかかえてしまい、不登校や引きこもりにつながっ
てしまいます。また、専門機関への案内等もできなくなります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

第三者的な立場の指導員により対応しています。また、専門分野への連携等を行っていま
す。

　不登校児童生徒の早期発見・早期対応をはじめ、対象児童生徒により一層きめ細かな支援
を行うことができます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

電話、窓口、訪問等行っています。対応時間について幅広く設定する必要があります。

需用費

合 計

115
事
業
費

658

拡大した場合

10 総事業費(千円)
5,412

805

適切な対応ができる専門の指導員が必要です。

相談、指導などを行いながら早期発見、早期解決につながっています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

94.5%

96.5%

17

109

635

761

53.1%

94.8%

0

役務費

5,547 5,578対前年比(％) 対前年比(％)

147

370.6%63

657

867

134.9%

0

103.5%

113.9%

65.1%

5,607

41

対前年比(％)

74.8%

0

101.8%

110

669
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9 特記事項

指導教室設置校：片葩小学校、石浜西小学校、卯ノ里小学校、東浦中学校
通級による指導：障害による学習上・生活上の困難を改善するための指導や各教科の内容を補充
するための指導を行います。

6 関連事業 ―

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜学校生活支援員の配置人数＞
　平成28年度 29人、平成29年度 30人、平成30年度 31人
＜通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒の指導教室の設置数＞
　平成28年度 小学校３校、平成29年度 小学校３校、平成30年度 小学校3校 中学校１校

7
具体的な
実施内容

　通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒や特別支援学級に在籍する特別に支援を必要と
する子に対し学校生活支援員を配置し、学校生活が安定して送れるよう支援を行っています。ま
た、通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒に対し、指導教室で通級による指導を行うこ
とで、個別に適切な指導を行っています。

＜学校生活支援員の配置人数＞
　各小学校２名　計14名
　各中学校１名　計３名
　特別に支援を必要とする子のための増配　14名　　　合計　31名

＜特別支援学級の状況＞
　平成30年度 小学校 知的８クラス、情緒８クラス、難聴１クラス、肢体不自由１クラス、
　　　　　　　　　　言語障害２クラス
                 　 中学校 知的４クラス、情緒３クラス

＜特別支援学級在籍人数＞
　平成28年度94人、平成29年度102人、平成30年度106人

＜通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒数＞
　平成28年度 68人、平成29年度 71人、平成30年度 69人

事業の背景

　障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又
は克服するため、適切な指導及び支援が必要であるとされています。
　また、 平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校に
おいて、障がいのある児童生徒の支援をさらに充実していくこととされました。

4 事業の目的

　通常学級に在籍する支援を必要とする児童生徒及び特別支援学級に在籍する障がいのある児童
生徒に対し、早い段階から個別に適切な指導を行うことで、生活の自立や社会参加を促すことが
できるため、適切な時期に適切な指導を行うことを目的としています。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

東浦町次世代育成支援行動計画
特別支援学校学習指導要領
学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成18年文部科学省令第22号）

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 3 担当課

総括評価
今後の課題

　支援を必要とする児童・生徒が増加傾向にあるため、それに伴う学校生活支援員を確保する必
要があります。

1 事業名 特別支援教育事業

学校教育課

3

 ６
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②
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98

0

0

0

136.1%

102.0%

37,739

100

対前年比(％)

0

0

0

31,546 34,435対前年比(％) 対前年比(％)

136.1%98

70.6%

0

72

72

70.6%

0

0

10 総事業費(千円)
26,710

102

義務教育である以上、一定の学習支援を行うことは必要です。

早期から支援をすることで、生活の自立が可能となります。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　教師の負担が増え、授業に支障をきたします。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

支援員により毎日の生活面の支援を行っています。

　一層きめ細かな支援を行うことができます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

障がいの程度、人数により支援員を配置しています。

需用費

合 計

事
業
費

拡大した場合

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

102

低い

100 102.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

 ７
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9 特記事項

特色ある学校づくり事業：選択事業として３年間の事業実施を経て、その学校の特色となる事業
となり、今後も継続して事業を行っていくことで、充実された教育活動が期待できるものとして
東浦町教育委員会が認めた事業

6 関連事業 ―

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜必須（テーマ別）事業実施数＞　　　＜全学校選択事業実施数＞
　　平成28年度　12事業　　　　　　　　平成28年度　計　21事業
　　平成29年度　12事業　　　　　　　　平成29年度　計　22事業
　　平成30年度　12事業　　　　　　　　平成30年度　計　21事業

7
具体的な
実施内容

　あらかじめ指定した学校経営上必要な事業（必須事業）及び各学校が企画する事業（選択事
業）に対し事業費を交付しています。

＜活性化事業内容＞
　児童生徒が感動体験等の様々な体験をすることができる事業、生徒指導及び進路指導に関する
事業、現職教育研修に関する事業、学校視聴覚教材及び社会郷土読本作成に関する事業、学習発
表会等学校の特色を活かした事業等、学校教育の充実及び特色ある学校づくりの推進を図るため
の事業

＜平成30年度事業の内容＞
（必須事業）全12事業
１．生徒及び進路指導推進、２．現職教育研修、３．中学校英語スピーチコンテスト開催、
４．小学生国内研修、５．学校生活活動充実化、６．社会科郷土読本編集事業、７．キャンプ活
動運営、８．クラブ活動推進、９．多文化共生推進、10．特別支援教育推進、１１．個別化・
個性化推進、12．緑のカーテン推進

（選択事業）全21事業
　教育委員会が指定するテーマの中から、各学校が行う事業で、学校教育の充実及び特色ある学
校づくりの推進に関し必要と認める事業
　・平成30年度のテーマ　生きる力、確かな学力、地域交流（15事業）
　・特色ある学校づくり事業（６事業）
　　　（例：地域の方達との活動、ESDに関する事業等）

＜手続きの流れ＞
（事業実施申請時）
　各学校から事業計画書の提出→学校教育課による審査→事業承認
（事業実施後）
　学校長及び学校評議員による監査→各学校による実施報告

事業の背景

　児童・生徒の「知・徳・体」の調和ある発達促進、たくましく生きぬくための「生きる力」の
育成を重視することが求められています。それらを実現させるためには、学校、家庭及び地域と
の連携の強化が求められており、教育プログラムの多様化が課題となっています。

4 事業の目的

　多様化する教育プログラムを各学校で計画、実施することで、特色ある学校づくりを推進しま
す。また、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」をはぐくむ教育を行い、児童及び生
徒の学校生活の充実を図ります。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

東浦町学校経営活性化事業実施要綱

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 4 担当課

総括評価
今後の課題

　教育委員会が指定したテーマに沿った事業を各学校が考え、実行することにより特色ある学校
づくりができています。
　課題としては、選択事業において、知恵をしぼり地域や家庭と学校が連携できるような（参加
型）事業を考える必要があります。

1 事業名 学校経営活性化事業

学校教育課

3

 ８



　 ○

○

○

○

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

27,712

0

0

0

165.1%

99.2%

30,320

27,500

対前年比(％)

0

0

0

19,850 30,772対前年比(％) 対前年比(％)

165.1%27,712

99.1%

0

16,790

16,790

99.1%

0

0

10 総事業費(千円)
19,994

16,934

各学校が教育活動を行うための事業であり、行政の関与が不可欠です。

選択事業については、各学校がアイデアを絞り、特色ある事業となっています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　特色ある学校づくりを推進することが困難となります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

複数の事業を一括しているため、事業計画も統一され、実態を把握しやすいです。

　それぞれの教育活動をする一方、教育活動に関する事業は他にも存在し、全体の事業費が
膨大になります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

毎年学校教育課にて、綿密に査定し監査をしています。

委託費

合 計

事
業
費

拡大した場合

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

16,934

低い

27,500 99.2%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

 ９



2

9 特記事項 ―

6 関連事業

放課後子ども教室推進事業（国）
児童クラブ事業（児童課）

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜加入児童数＞
　平成28年度　385人　平成29年度　383人　平成30年度　416人
＜参加延べ人数＞
　平成28年度　10,477人　平成29年度　10,474人　平成30年度　8,671人

7
具体的な
実施内容

　平成30年度はコーディネータ２名、教育活動推進員７名、教育活動サポーター2名で運営し
ました。
　【対象児童】
　　小学校４年生～６年生の参加希望者
　【参加費】
　　無料（特別講座は材料費などが必要な場合があります。）
　【開設校、曜日、時間】
　　藤江小、生路小、片葩小、石浜西小　・・・・　月、火　15：00～18：00
　　緒川小、卯ノ里小、森岡小　・・・・　木、金　15：00～18：00
　【活動内容】
　　復習や宿題などの学習、いろいろな遊びや運動を行います。
　　地域の方々による様々な特別講座を随時開催します。
　【特別講座】
　　アニマルセラピー、七夕飾り・おやつ作り、読書感想文講座、ポスター講座、
　　英語教室、習字講座、将棋講座、米料理、スポーツ講座など

事業の背景

　子どもたちに関わる重大事件の続発など、青少年の問題行動の深刻化や地域や家庭の教育力の
低下等の緊急課題に対応し、未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むた
め、文部科学省は平成16年度から平成18年度まで「地域子ども教室推進事業」を実施しまし
た。
　その後、文部科学省の「地域子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事
業」が連携して行うとの合意があったため、平成19年度より「放課後子どもプラン」として
「放課後子ども教室推進事業」が創設されました。これに基づき、アフタースクール事業を実施
しています。

4 事業の目的

　児童を取り巻く環境の変化に対応するため、放課後の安心・安全な居場所をつくり、地域の大
人たちによって児童の様々な体験・交流活動を支援して、自主性・社会性・創造性などを育てて
いくことを目的としています。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

放課後子ども総合プラン（国）
放課後子どもプラン推進事業等実施要綱（国）
町長政策集Ⅱ推進計画
東浦町アフタースクール推進事業運営委員会設置要綱（町）

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 5 担当課

総括評価
今後の課題

　児童クラブとの連携や一体となった運用を検討し、放課後の子どもの居場所の１つとして、よ
り多くの児童が参加しやすい環境を作る必要があります。

1 事業名 アフタースクール運営事業

学校教育課

3

 10



○

○

○

○

○

○

②

③

④

⑤

⑥

14

1

1,768

109.5%

102.0%

0

102.3%

103.4%

14,407

840

対前年比(％)

100.3%

102.1%

200.0%

301

2

669

役務費

13,678 13,884対前年比(％) 対前年比(％)

300

655

100.0%812

113.0%

0

812

274

642

1,728

100.0%

96.1%

148.6%

10 総事業費(千円)
12,257

1,529

学校で活動を行ううえでは、行政関与が必要です。

子どもの居場所づくりとして適切です。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 ○ 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　子どもの放課後の居場所がなくなり国の施策に反します。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

国が新たに制定した「放課後子ども総合プラン」により、児童クラブとの一体型もしくは
連携型への移行を検討する必要があります。

　多くの児童が参加できる環境を整える必要があります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

多くの児童が参加しやすい環境を作る必要があります。

委託費

合 計

285

432
事
業
費

社会保険料

拡大した場合

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

講座参加のための材料費等の一部負担があるため妥当です。

事業の評価

12 評価の理由

その他

812

低い

1,812 102.5%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

 11



2

　学校運営事業において、情報化の充実を図っています。
＜情報化＞
　パソコン教室にて、教育用のパソコンを整備しています。
　教員用のパソコンについては、平成26年度に整備を行いました。
　各校にあったサーバをデータセンターで集中管理・運営することにより、セキュリティの強化
を図るとともに、学校間でのデータ共有が可能となりました。

　校務支援システムの導入により、教職員間等の情報共有やシステムを利用した文書作成が可能
となり、校務の負担軽減、業務の効率化を図りました。

・教育用コンピュータ　287台（平成23年度～平成28年度まで長期契約、契約満了後は無償
譲渡）
・教員用コンピュータ　234台（平成26.7～令和１.6まで長期契約、契約満了後は無償譲渡）
・センターサーバ（データセンター：平成28.11～令和３.10まで長期契約）
・校務支援システム（平成29.4～令和４.3まで長期契約）
・教育用テレビ　131台

3 事業の背景

　国際化、情報化、科学技術の進展、環境問題への関心の高まり、少子・高齢化など社会の様々
な面で激しい変化が予想される社会において、次代を担う子どもたちがこうした社会の変化に主
体的、創造的に対応するため、新しい学習指導要領の下で、自ら考え自ら学ぶ力などの「生きる
力」を育むことを重視しています。
　「生きる力」の育成と情報教育との関係については、「情報活用能力」の育成を通じて、子ど
もたちが生涯を通して、社会のさまざまな変化に主体的に対応できるための基礎・基本の習得を
目指しており、このことは「生きる力」の重要な要素です。さらに情報教育において情報モラル
等を扱うことによって育成する「情報社会に参画する態度」は、「豊かな人間性」の部分に密接
に関係しており、「生きる力」の育成の上で、情報教育が非常に重要な役割を担っています。

4 事業の目的

　「総合的な学習の時間」をはじめ各教科等の様々な時間で「情報活用の実践力」の育成に焦点
を当てて、情報手段に慣れ、親しませつつ、その適切な活用体験を持たせることが必要です。
　各教科間の関連を図った取り組みが行われやすいという特色を生かし、児童の発達段階に合わ
せた具体的、体験的活動の中で「情報活用の実践力」の育成を図ることを基本としながら、基本
的な機器の操作やモラルを習得させたり、将来の「情報の科学的な理解」及び「情報社会に参画
する態度」の獲得に役立つ豊かな経験を積ませることを目的としています。

－

町長政策集Ⅱ推進計画

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 6 担当課

総括評価
今後の課題

　データーセンターへセンターサーバ化したことにより、セキュリティの強化を図るとともに、
校務支援システムの導入により、データ共有やシステムを利用した文書作成が可能となり、教員
の負担軽減、業務の効率化を図りました。今後は、導入した機器等をより有効に活用できるよう
教職員のサポートを実施するとともに、計画的な機器の更新を行っていきます。
また、教科書の補助教材としての教育用パソコンソフトを購入し、より効率的でわかりやすい授
業を目指します。

1 事業名 小学校教育情報化推進事業

学校教育課

－

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜情報化＞
　平成28年度　24,596,299 円
　平成29年度　28,250,595 円
　平成30年度　28,250,595 円

7
具体的な
実施内容

 12



　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

0

32,211 31,551対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%28,251

0

0
事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
28,197

24,597

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

　机上のみの授業となり、社会の変化に対応できなくなります。

　教材を充実させることにより、授業をより具体的に、わかりやすく行うことができます。

支
　
出

借上料

合 計

必要な所に必要な分の整備を行っています。

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

教科書にそった備品等をそろえることにより、授業の理解が深まります。

受益者負担はありません。

その他

24,597

低い

40,964 145.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

114.9%

0

28,251

28,251

114.9%

0

0

28,251

0

100.0%

145.0%

44,264

40,964

対前年比(％)

0

0

 13



2

　学校運営事業において、庁用・備品、教材用・教育用備品及び図書の充実を図っています。
　
＜庁用・備品、教材用・教育用備品＞
　消耗品及び備品について、学校要望等をもとに学校間での相互利用が可能であるか
　検討し購入をしています。
　庁用消耗品　：   33,855,633円　　    庁用備品： 11,382,260円
   教材用消耗品：   27,229,674円　　 教材用備品：   2,742,012円
　理科用消耗品：        420,336円　       理科備品：      451,440円

＜図書＞
　学校図書館図書標準冊数をみながら、学校要望等も含めて購入をしています。
　藤江小　　 558,623円、生路小　 502,077円、片葩小　 618,948円
　石浜西小　 532,195円、緒川小　 698,755円、卯ノ里小　 506,993円
　森岡小　　 582,396円

3 事業の背景

　児童が、学習指導要領に応じた教育を受けることができ、安心して学校生活が送れるよう、安
全で快適な教育環境を確保します。

4 事業の目的

　児童が安心して学校生活が送れるよう、授業に沿った教材備品及び図書等を整備し、学習指導
要領に応じた教育が受けられるよう整備していくことを目的としています。

－

町長政策集Ⅱ推進計画
理科教育設備整備費補助（国）

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 7 担当課

総括評価
今後の課題

　備品については、必要な学校に必要な数の整備を行います。
　各校図書の蔵書冊数は、学校図書館図書標準冊数を全校が満たしています。

1 事業名 小学校運営事業

学校教育課

学校図書館図書標準：公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の基準として文部科学
省が平成５年に定めたもの。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜庁用・備品、教材用・教育用備品＞
　平成28年度 39,291,042 円　平成29年度 38,395,480 円　平成30年度  76,081,355
円
＜図書＞
　平成28年度 3,782,869 円　平成29年度 4,505,394 円　平成30年度 3,999,987円

7
具体的な
実施内容
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

0

12,339

4,183

備品費

47,520 84,702対前年比(％) 対前年比(％)

14,576

4,000

219.7%61,506

140.2%

88.8%
事
業
費

備品費(図書）

拡大した場合

10 総事業費(千円)
47,274

43,074

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

　教材を充実させることにより、授業をより具体的に、わかりやすく行うことができます。

　授業が行えないだけでなく、怪我や事故の発生要因になります。

支
　
出

需用費

合 計

10,329

3,783

必要な所に必要な分の整備を行っています。

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

教科書にそった備品等をそろえることにより、授業の理解が深まります。

受益者負担はありません。

その他

28,962

低い

44,107 55.1%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

99.6%

0

27,999

10,396

4,505

42,900

96.7%

100.6%

119.1%

80,082

0

186.7%

44.8%

48,187

27,585

対前年比(％)

84.7%

104.6%
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2

　学校運営事業において、情報化の充実を図っています。
＜情報化＞
　パソコン教室にて、教育用のパソコンを整備しています。
　教員用のパソコンについては、平成26年度に整備を行いました。
　各校にあったサーバをデータセンターで集中管理・運営することにより、セキュリティの強化
を図るとともに、学校間でのデータ共有が可能となりました。
　校務支援システムの導入により、教職員間等の情報共有やシステムを利用した文書作成が可能
となり、校務の負担軽減、業務の効率化を図りました。
・教育用コンピュータ　123台
・教員用コンピュータ　148台（平成26.7～令和1.6まで長期契約）
・センターサーバ（データセンター：平成28.11～令和3.10まで長期契約）
・校務支援システム（平成29.4～令和4.3まで長期契約）
・教育用テレビ　55台

3 事業の背景

　国際化、情報化、科学技術の進展、環境問題への関心の高まり、少子・高齢化など社会の様々
な面で激しい変化が予想される社会において、次代を担う子どもたちがこうした社会の変化に主
体的、創造的に対応するため、新しい学習指導要領の下で、自ら考え自ら学ぶ力などの「生きる
力」を育むことを重視しています。
　「生きる力」の育成と情報教育との関係については、「情報活用能力」の育成を通じて、子ど
もたちが生涯を通して、社会のさまざまな変化に主体的に対応できるための基礎・基本の習得を
目指しており、このことは「生きる力」の重要な要素です。さらに情報教育において情報モラル
等を扱うことによって育成する「情報社会に参画する態度」は、「豊かな人間性」の部分に密接
に関係しており、「生きる力」の育成の上で、情報教育が非常に重要な役割を担っています。

4 事業の目的

　「総合的な学習の時間」をはじめ各教科等の様々な時間で「情報活用の実践力」の育成に焦点
を当てて、情報手段に慣れ、親しませつつ、その適切な活用体験を持たせることが必要です。
　各教科間の関連を図った取り組みが行われやすいという特色を生かし、生徒の発達段階に合わ
せた具体的、体験的活動の中で「情報活用の実践力」の育成を図ることを基本としながら、基本
的な機器の操作やモラルを習得させたり、将来の「情報の科学的な理解」及び「情報社会に参画
する態度」の獲得に役立つ豊かな経験を積ませることを目的としています。

－

町長政策集Ⅱ推進計画

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 8 担当課

総括評価
今後の課題

　データーセンターへセンターサーバ化したことにより、セキュリティの強化を図るとともに、
校務支援システムの導入により、データ共有やシステムを利用した文書作成が可能となり、教員
の負担軽減、業務の効率化を図りました。今後は、導入した機器等をより有効に活用できるよう
教職員のサポートを実施するとともに、計画的な機器の更新を行っていきます。
また、教科書の補助教材としての教育用パソコンソフトを購入し、より効率的でわかりやすい授
業を目指します。

1 事業名 中学校教育情報化推進事業

学校教育課

－

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜情報化＞
　平成28年度　13,321,562 円
　平成29年度　20,717,145 円
　平成30年度　20,717,145 円

7
具体的な
実施内容
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

0

24,738 23,238対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%20,718

0

0
事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
16,982

13,322

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

　机上のみの授業となり、社会の変化に対応できなくなります。

　教材を充実させることにより、授業をより具体的に、わかりやすく行うことができます。

支
　
出

借上料

合 計

必要な所に必要な分の整備を行っています。

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

教科書にそった備品等をそろえることにより、授業の理解が深まります。

受益者負担はありません。

その他

13,322

低い

20,718 100.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

155.5%

0

20,718

20,718

155.5%

0

0

20,718

0

100.0%

100.0%

23,238

20,718

対前年比(％)

0

0
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2

　学校運営事業において、庁用・備品、教材用・教育用備品及び図書の充実を図っています。
　
＜庁用・備品、教材用・教育用備品＞
　消耗品及び備品について、学校要望等をもとに学校間での相互利用が可能であるか
　検討し購入をしています。
　庁用消耗品：       5,796,469円　　庁用備品：    7,529,986円
   教材用消耗品：  13,750,728円　　教材用備品： 1,086,998円
　理科用消耗品　 　　230,040円　　理科備品　    　  90,504円

＜図書＞
　学校図書館図書標準冊数をみながら、学校要望等も含めて購入をしています。
　東浦中　 1,001,556円、北部中　 828,718円、西部中　 642,429円

3 事業の背景

　生徒が、学習指導要領に応じた教育を受けることができ、安心して学校生活が送れるよう、安
全で快適な教育環境を確保します。

4 事業の目的

　生徒が安心して学校生活が送れるよう、授業に沿った教材備品及び図書等を整備し、学習指導
要領に応じた教育が受けられるよう整備していくことを目的としています。

－

町長政策集Ⅱ推進計画
理科教育設備整備費補助（国）

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 9 担当課

総括評価
今後の課題

　備品については、必要な学校に必要な数の整備を行います。
　各校図書の蔵書冊数は、学校図書館図書標準冊数を全校が満たしています。

1 事業名 中学校運営事業

学校教育課

学校図書館図書標準：公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の基準として文部科学
省が平成５年に定めたもの。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜庁用・備品、教材用・教育用備品＞
　平成28年度  28,333,032 円 平成29年度 21,173,704 円 平成30年度  28,484,725円
＜図書＞
　平成28年度  2,444,776 円　平成29年度 2,463,834 円　平成30年度   2,472,703円

7
具体的な
実施内容
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

0

3,800

2,486

備品費

28,138 35,457対前年比(％) 対前年比(％)

8,707

2,473

122.3%19,777

174.1%

100.4%
事
業
費

備品費(図書）

拡大した場合

10 総事業費(千円)
35,938

30,778

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

　教材を充実させることにより、授業をより具体的に、わかりやすく行うことができます。

　授業が行えないだけでなく、怪我や事故の発生要因になります。

支
　
出

需用費

合 計

7,156

2,445

必要な所に必要な分の整備を行っています。

義務教育であるため、最低限の教材については整備する必要があります。

教科書にそった備品等をそろえることにより、授業の理解が深まります。

受益者負担はありません。

その他

21,177

低い

22,397 72.3%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

76.8%

0

16,173

5,001

2,464

23,638

76.4%

69.9%

100.8%

30,957

0

131.0%

81.5%

26,357

16,111

対前年比(％)

43.6%

100.5%
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2

具体的な
実施内容

　小学校施設（全７校）の修繕、改修工事を実施しました。
平成30年度工事内訳
・緒川小学校屋外トイレ改修工事・・・・・・・・・・ ・・・・・ 7,765,200円
・森岡小学校理科室エアコン設置工事・・・・・・・・・・・・・  2,268,000円
・森岡小学校特別教室棟廊下床改修工事・・・・・・・・・・・・  4,676,400円
・森岡小学校管理教室棟及び教室棟屋根改修工事・・・・・・・　39,744,000円
・（全校）小中学校空調設備設置工事（その１～その５）（繰越工事の前払金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・　95,430,000円
・その他工事（11件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    8,151,840円
・緒川小学校屋外トイレ改修工事監理業務・・・・・・・・・・・・　270,000円
・森岡小学校管理教室棟及び教室棟屋根改修工事監理業務・・・・　1,058,400円
・卯ノ里小学校屋内運動場屋根改修工事設計業務・・・・・・・・・　756,000円
・小中学校空調設備設置工事設計業務・・・・・・・・・・・・　13,770,000円
・その他工事設計業務（4件）・・・・・・・・・・・・・・・・　3,326,400円
・修繕工事（49件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 16,547,222円

3 事業の背景

　児童が安心して通うことができる学校づくりに向け、校舎等の老朽化の改善を図るとともに空
調設備の設置、トイレの改修、地球温暖化対策への取組みなど、安全で快適な教育環境を確保す
ることが求められています。

4 事業の目的

　施設の計画的な工事、修繕を実施するとともに、適切な維持管理を図り、安全で快適な教育環
境を確保します。

－

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 10 担当課

総括評価
今後の課題

　計画的に修繕、改修工事を実施するため、施設の長寿命化を図りながら、財政負担を平準化さ
せた更新計画を策定し（令和元年度策定予定）、５年ごとに見直しをしながら、施設管理を行っ
ていきます。

1 事業名 小学校施設整備事業

学校教育課

期間を要する工事は授業に支障のならないように、配慮が必要となります。

学校教育法第3条、小学校設置基準第７～12条、学校施設環境改善交付金（国）
町長政策集Ⅱ推進計画

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜平成28年度＞　修繕　18件　工事6件（内繰越分2件）

＜平成29年度＞　修繕　30件　工事8件（内繰越分4件）

＜平成30年度＞　修繕　49件　工事15件

7
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

0

202,589 197,543対前年比(％) 対前年比(％)

97.6%193,763

0

0
事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
69,271

66,091

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

高い

高い

すべて

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

支
　
出

直接事業費

合 計

　安心安全な教育環境が維持できなくなります。

　児童がより安心で快適な学校生活を過ごすことができるとともに、より衛生的な学校環境
が整備されますが、職員及び費用の増加が必要となります。

受益者負担はありません。

児童の授業に支障のないように考え改修等を実施します。

学校施設について必要度の高いものからの実施に努めています。

町立の小学校です。

安全で快適な教育環境が確保できます。

その他

66,091

低い

380,212 196.2%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

300.4%

0

198,509

198,509

300.4%

0

0

193,763

0

97.6%

196.2%

383,992

380,212

対前年比(％)

0

0
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2

期間を要する工事は授業に支障のならないように、配慮が必要となります。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

学校教育法第3条、中学校設置基準第７～12条、学校施設環境改善交付金（国）
町長政策集Ⅱ推進計画

9 特記事項

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜平成28年度＞　修繕　14件　工事5件

＜平成29年度＞　修繕　15件　工事3件（内繰越分１件）

＜平成30年度＞　修繕　19件　工事4件

7

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 11 担当課

総括評価
今後の課題

　計画的に修繕、改修工事を実施するため、施設の長寿命化を図りながら、財政負担を平準化さ
せた更新計画を策定し（令和元年度策定予定）、５年ごとに見直しをしながら、施設管理を行っ
ていきます。

1 事業名 中学校施設整備事業

学校教育課

具体的な
実施内容

　中学校施設（全３校）の修繕、改修工事を実施しました。
平成30年度工事内訳
・北部中学校多目的ホール床改修工事・・・・・・・・・・・　13,068,000円
・北部中学校教室床改修工事・・・・・・・・・・・・・・・・　4,460,400円
・北部中学校自転車置場増設工事・・・・・・・・・・・・・・　1,695,600円
・西部中学校南門手摺設置工事・・・・・・・・・・・・・・・・　565,920円
・（全校）小中学校空調設備設置工事（その３～その５）（繰越工事の前払金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・　32,890,000円
・北部中学校多目的ホール床改修工事監理業務・・・・・・・・・　518,400円
・北部中学校自転車置場増設工事監理業務・・・・・・・・・・・　324,000円
・西部中学校トイレ改修工事設計業務・・・・・・・・・・・・　1,058,400円
・東浦中学校第二屋内運動場天井等改修工事設計業務・・・・・・　972,000円
・東浦中学校漏水調査業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・　162,000円
・（全校）小中学校空調設備設置工事設計業務・・・・・・・・　5,670,000円
・修繕工事（19件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 7,362,286円

3 事業の背景

　生徒が安心して通うことができる学校づくりに向け、校舎等の老朽化の改善を図るとともに空
調設備の設置、トイレの改修、地球温暖化対策への取組みなど、安全で快適な教育環境を確保す
ることが求められています。

4 事業の目的

　施設の計画的な工事、修繕を実施するとともに、適切な維持管理を図り、安全で快適な教育環
境を確保します。

－
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

101.7%

0

50,445

50,445

101.7%

0

0

68,747

0

136.3%

261.6%

183,372

179,832

対前年比(％)

0

0
支
　
出

直接事業費

合 計

　安心安全な教育環境が維持できなくなります。

　生徒がより安心で快適な学校生活を過ごすことができるとともに、より衛生的な学校環境
が整備されますが、職員及び費用の増加が必要となります。

受益者負担はありません。

生徒の授業に支障のないように考え改修等を実施します。

学校施設について必要度の高いものからの実施に努めています。

町立の中学校です。

安全で快適な教育環境が確保できます。

その他

49,613

低い

179,832 261.6%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

13

11

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

事業を

一部

事業の評価

12 評価の理由

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
52,493

49,613

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

0

54,225 72,287対前年比(％) 対前年比(％)

136.3%68,747

0

0
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